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中心市街地活性化法との関連

□ 直接関係する事業

□ 法に基づく基本計画が必要な事業

□ 優遇措置を受けられる事業（優遇措置を受けられる項目：

■ その他、中心市街地活性化に資する事業

1　計画策定支援

　　次に掲げる計画等の策定を行う事業

　　①低炭素まちづくり計画、②立地適正化計画、③広域的な立地適正化の方針、④PRE活用計画

２　コーディネート支援

　　専門家の派遣等を通じて以下の取組を支援

　　①計画策定に向けた合意形成、②計画に基づく各種施策の推進のための合意形成

３　誘導施設等の移転促進の支援

　　　誘導施設等の跡地の除却処分・緑地等整備の支援

４　建築物跡地等の適正管理支援

　　立地適正化計画に跡地等管理区域として位置づけられた区域等における建築物跡地等の適正管理を支援

５　居住機能の移転促進に向けた調査支援

　　防災対策を位置付けた立地適正化計画に基づく居住誘導区域外の災害ハザードエリアから、居住誘導区域内への

　　居住機能の移転促進に向けた調査を支援

財政支援

その他

対象経費

(1)低炭素まちづくり計画、立地適正化計画等の作成に要する費用

(2)コーディネート支援

　低炭素まちづくり計画作成やコア施設移転に係る関係者の理解促進、合意形成（合意形成を図るために必要な検討調

  査等を行う事業）に要する費用

(3)施設の移転促進

　・郊外に立地する公共施設等を中心へ移転促進するための当該施設の除却・処分費

　・移転跡地の緑地整備費

(4)建築物跡地等の適正管理支援

  ・調査検討

　・専門家派遣及び管理上必要な敷地整備

(5)居住機能の移転促進に向けた調査支援

　　移転調査費

施　策　名

（事　業　名）

道　の　窓　口

（内線番号）

採択要件

１　施行者が、補助金にかかる事務処理を適切に行うことができる体制を有すること

２　対象事業の１に掲げる計画等の目標を達成するために必要な事業であること

３　対象事業の３に掲げる事業後の移転跡地における商業地や住宅地等の都市的土地利用を制限することにより、都市

     的土地利用の転換を防ぎ、緑地等の状態を維持する取組の継続性が確保されるものであること。

４　対象事業の５に掲げる調査実施後、実際の居住の移転促進に向けた計画の作成、実施に寄与するものであること

(1)低炭素まちづくり計画、立地適正化計画等の作成に要する費用：１／２ (直接補助：地方公共団体）

(2)コーディネート支援費用：１／２（直接補助）、１／３（間接補助）

(3)施設の移転促進費：１／２（直接補助）、１／３（間接補助）

(4)建築物跡地等の適正管理支援：１／２（直接補助）、１／３（間接補助）

(5)居住機能の移転促進に向けた調査支援：１／２かつ１地方公共団体につき年間500万円

補助率

又は

補助額

国　の　窓　口
国土交通省都市局都市計画課

（国土交通省北海道開発局事業振興部都市住宅課）

集約都市形成支援事業（コンパクトシティ形成支援事業）

目　　   　的

人口減少・高齢化等により地域の活力が低下しつつある都市において、拡散した都市機能を集約させ、生活圏の再構築を進

めていくため、医療・福祉施設、教育文化施設等の地域の生活に必要な都市機能の中心拠点への移転に際し、旧建物の除

却処分や跡地の緑地化費用等へ助成を行うことにより、集約型の都市構造の形成を推進し、もって公共の福祉に寄与するこ

とを目的とする

建設部まちづくり局都市環境課市街地整備係

(２９－５６６）

事

　

　

　

　

　

　

　

業

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

概

　

　

　

　

　

　

　

要

対象団体 地方公共団体、民間事業者等

対象事業



【参考】コンパクトシティ形成支援事業の概要
○ 立地適正化計画等の計画策定や、医療、福祉施設、居住機能の移転の促進等、コンパクトなまちづくりを推進する地方公共団体に

対して、重点的な支援を実施。
○ 頻発化・激甚化する自然災害に対応するため、立地適正化計画における「防災指針」の作成や、計画の定期的な評価や見直しに対

して、重点的な支援を実施。

１【計画策定の支援】

■計画策定の支援

３【誘導施設等の移転促進支援】
誘導施設等の跡地の除却処分・緑地等整備の支援
- 医療施設、社会福祉施設等（延床面積1,000㎡※ ）
- 商業施設（上記と一体的に立地するもの）

コンパクトシティ形成支援事業の概要

■誘導施設等への支援

５【居住機能の移転促進に向けた調査支援】
防災対策を位置付けた立地適正化計画に基づく居住誘導区域外の

災害ハザードエリアから、居住誘導区域内への居住機能の移転促進に
向けた調査を支援

■居住機能への支援

※人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の都市のみ、延べ床面積500㎡以上へ緩和

計
画
を
作
り
た
い

移
転
を
促
進
し
た
い

市町村都市再生協議会

PRE活用協議会

鉄道沿線まちづくり協議会
地方公共団体

①立地適正化計画

②PRE活用計画

③広域的な立地適正化の方針

④低炭素まちづくり計画

補助対象者

２【コーディネート支援】
計画に基づく各種施策の推進のための合意形成等を支援

４【建築物跡地等の適正管理等支援】
立地適正化計画に跡地等管理等区域として位置付けられた区域

等における建築物跡地等の適正管理等を支援

※上限500万円／年

■補助率
【１について】

補助対象者：地方公共団体等
補 助 率 ：1/2

ただし、立地適正化計画は人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の
地方公共団体について550万円まで全額補助

【２～４について】
補助対象者：地方公共団体と民間事業者等
補 助 率 ：1/2

ただし、地方公共団体の補助を受けて民間事業者等が実施する事業は、
地方公共団体が民間事業者等へ補助する経費の1/2以内かつ事業費の1/3以内

【5について】
補助対象者：地方公共団体と民間事業者等
補 助 率 ：1/2 かつ

１地方公共団体につき年間500万円



中心市街地活性化法との関連

□ 直接関係する事業

□ 法に基づく基本計画が必要な事業

□ 優遇措置を受けられる事業（優遇措置を受けられる項目：  )

■ その他、中心市街地活性化に資する事業

起債措置及び交付税措置

　 公共事業等債　　市町村（指定市含む）　９０％　交付税措置２０％（財対分の１/2）

　※詳細は起債・交付税担当課に確認のこと

国　の　窓　口
国土交通省都市局市街地整備課

　（国土交通省北海道開発局事業振興部都市住宅課）

都市構造再編集中支援事業

目　　   　的

「立地適正化計画」に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公

益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が

持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業

施　策　名

（事　業　名）

その他

建設部まちづくり局都市環境課市街地整備係

(２９－５６６）

事

　

　

　

　

　

　

　

業

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

概

　

　

　

　

　

　

　

要

対象団体 地方公共団体、市町村都市再生協議会、民間事業者等

対象事業

都市再生整備計画に基づき実施される事業等のうち立地適正化計画の目標に適合するもの。なお、次の市町村の市町村域

において実施される事業等を除く

１ 居住誘導区域を定めない区域を規定する法第81 条第19 項に反して居住誘導区域を定めている市町村

２ 原則として居住誘導区域に含まないこととすべき区域を規定する都市計画運用指針に反して居住誘導区域を定めてい

　　る市町村

３ 市街化調整区域で都市計画法第34 条第11 号に基づく条例の区域を図面、住所等で客観的に明示していない等不

　　適切な運用が行われている市町村

採択要件 立地適正化計画を公表し、都市再生整備計画を作成・計画書を事前に国へ確認・提出すること

１／２（都市機能誘導区域内等）、４５％（居住誘導区域内等）

道　の　窓　口

（内線番号）

補助率

又は

補助額

対象経費

上記対象事業に要する費用

詳細については、都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱第２編に掲記のとおり

財政支援



都市構造再編集中支援事業

・立地適正化計画に基づいて誘導施設を統合・整備する場合、廃止された施設の除却等
・都市機能誘導区域及び居住誘導区域に隣接する区域において水辺まちづくり計画がある場合、計画に位置付けられている事業
・市街化区域等内の居住誘導区域外において、あるべき将来像を提示している場合、緑地等の整備
・居住誘導区域面積が市街地化区域等面積の１／２以下の市町村の居住誘導区域外、または市街化区域を市街化調整区域に編入した

市町村の当該編入した市街化調整区域から、居住誘導区域への居住の誘導を促進するために必要な事業

○「立地適正化計画」に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公
益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が
持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業。

○立地適正化計画の「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」
施行地区

【基幹事業】
道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設、再生可能エネルギー施設等）、
高質空間形成施設（歩行支援施設等）、高次都市施設（地域交流センター、観光交流センター、テレワーク拠点施設等）、
都市機能誘導区域内の誘導施設※ ・基幹的誘導施設 （医療、社会福祉、教育文化施設等）、エリア価値向上整備事業 等

＜市町村、市町村都市再生協議会＞
○都市再生整備計画※に基づき実施される次の事業等のうち立地適正化計画の目標に適合する
ものをパッケージで支援。

【提案事業】
事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業（提案に基づく事業）

事業主体：地方公共団体、市町村都市再生協議会、民間事業者等
国費率 ：１／２（都市機能誘導区域内等）、４５％（居住誘導区域内等）

＜民間事業者等＞、＜都道府県等（複数市町村が広域的な誘導施設の立地方針を定めた場合に限る。）＞
○都市再生整備計画に位置付けられた都市機能誘導区域内の誘導施設※及び

基幹的誘導施設（広域で利用される誘導施設）の整備

※誘導施設については、三大都市圏域の政令市・特別区における事業は支援対象外だが、広域連携を行った場合は政令市を支援対象とする。

－民間事業者に対する支援については、市町村又は都道府県が事業主体に対して公的不動産等活用支援を行う事業であることを要件とし、事業主体に対する
市町村の支援額と補助基本額（補助対象事業費の２／３）に国費率を乗じて得られた額のいずれか低い額を補助金の額とする。

○その他、以下の地区においても実施可能

対象事業

【居住誘導促進事業】
住居移転支援、元地の適正管理 等

－ただし、都市計画運用指針に反して居住誘導区域に土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンを含めている市町村、市街化調整区域で都市計画
法第３４条第１１号に基づく条例の区域を図面、住所等で客観的に明示していない等不適切な運用を行っている市町村は対象外

市町村が立地適正化計画を作成・公表

市町村が都市再生整備計画を作成・公表

まちづくりの方針、都市機能誘導区域・居住誘導区域等を設定

まちづくりに必要な事業を都市再生整備計画に位置づけ

都市構造再編集中支援事業による支援

公共公益施設の整備
（歩行空間等）

誘導施設の整備（学校・病院等）

移転を希望する者の移転支援
（移転元地の住宅除却等）

防災力強化の取組
（避難所の改修等）

居住誘導区域

駅

都市機能誘導区域

誘導施設の整備
（学校・病院等）

防災力強化の取組
（避難所の改修等）

エリア価値向上に資する取組
（既存ストックを活用した社会実験等）

エリア価値向上に資する取組
（既存ストックを活用した社会実験等）

公共公益施設の整備
（歩行空間等）

移転を希望する者の移転支援
（移転元地の住宅除却等）

脱炭素に資する取組
（再生可能エネルギー施設等整備）

脱炭素に資する取組
（再生可能ｴﾈﾙｷ゙ ｰ施設等整備）

※市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画



中心市街地活性化法との関連

■ 直接関係する事業

■ 法に基づく基本計画が必要な事業

□ 優遇措置を受けられる事業（優遇措置を受けられる項目：

□ その他、中心市街地活性化に資する事業

施　策　名

（事　業　名）

対象事業

起債措置及び交付税措置
　　 公共事業等債　　起債充当率９０％（通常分５０％、財源対策債分４０％）
　　　　　　　　　　　　 　交付税措置２０％（財源対策債分の１／２）
　　※　上記の詳細は、起債・交付税担当課に照会、確認のこと

●事業計画
　社会資本総合整備計画に、次の各号に掲げる事項を定めた中心市街地活性化広場公園整備事業計画を記載するものとす
る。
1)計画期間中の整備方針と目標、及びその効果
2)計画期間中の事業実施箇所及び整備内容
3)計画期間中の事業実施箇所における概算事業費
●都市要件
　中心市街地活性化法に基づく「中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画」に
位置づけられた地区を含む地区、又は都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画における都市機能誘導区域で、3 箇所
以上の公園・緑地の整備を行うものであること。
●面積要件
　対象事業の一箇所当たりの面積が500m²以上であること。
●総事業費要件
　全ての箇所の合計事業費が2.5億円以上であるもの。

●施設整備に要する費用（１／２）
●用地取得に要する費用（１／３）

●都市公園法施行令第３１条各号に定める公園施設の整備
●都市公園の用地の取得

採択要件

対象経費

補助率

又は

補助額

財政支援

その他

事

　

　

　

　

　

　

　

業

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

概

　

　

　

　

　

　

　

要

社会資本整備総合交付金（中心市街地活性化広場公園整備事業）

目　　　的

下記採択要件を満たす都市公園の整備に関する事業

対象団体

商業地域及び近隣商業地域を含む地区において、にぎわいの場、地域イベントなど交流拠点となるなど商店街等の中心市街
地の活性化に資する公園・緑地の整備を行うことを目的とする。

国　の　窓　口
国土交通省都市局公園緑地景観課
（国土交通省北海道開発局事業振興部都市住宅課）

建設部　まちづくり局都市環境課公園計画係
　(２９－６1４）

地方公共団体

道　の　窓　口

（内線番号）



中心市街地活性化法との関連

□ 直接関係する事業

■ 法に基づく基本計画が必要な事業

□ 優遇措置を受けられる事業（優遇措置を受けられる項目：

■ その他、中心市街地活性化に資する事業

施　策　名

（事　業　名）

対象事業

起債措置及び交付税措置
　　 公共事業等債　　起債充当率９０％（通常分５０％、財源対策債分４０％）
　　　　　　　　　　　　 　交付税措置２０％（財源対策債分の１／２）
　　※　上記の詳細は、起債・交付税担当課に照会、確認のこと

●事業計画
1)本事業を行おうとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画に、次の各号に掲げる事項を定めた都市公園ストック
   再編事業計画を記載するものとする。
　ⅰ）計画期間中の再編方針と目標、及びその効果
　ⅱ）計画期間中の事業実施箇所及び再編内容
　ⅲ）計画期間中の事業実施箇所における概算事業費
2）計画期間は、社会資本総合整備計画の事業期間と整合を図るものとする。
●都市要件
　下記の計画を策定している都市における都市公園の機能や配置の再編を対象とする。
１）立地適正化計画（都市機能誘導区域及び居住誘導区域を定めた立地適正化計画に限る）
２）緑の基本計画（ただし、子育て支援、高齢社会対応等の課題に対応した都市公園の機能や配置の再編に関する方
     針が位置づけられている計画に限る）
●総事業費要件
　事業計画期間中における事業の合計国費が１５百万円×計画年数以上であるもの。

●施設整備に要する費用（１／２）
●用地取得に要する費用（１／３）
●計画策定に要する費用（１／２）

●都市公園法施行令第３１条各号に定める公園施設の整備
●都市公園の用地の取得
●都市公園ストック再編事業計画の作成及び計画策定に必要なコーディネートに係る経費

採択要件

対象経費

補助率

又は

補助額

財政支援

その他

事

　

　

　

　

　

　

　

業

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

概

　

　

　

　

　

　

　

要

社会資本整備総合交付金（都市公園ストック再編事業）

目　　　的

下記採択要件を満たす都市公園の整備に関する事業

対象団体

地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応した、地方公共団体における都市公園の機能や配置の再編
を図ることを目的とする。

国　の　窓　口
国土交通省都市局公園緑地景観課
（国土交通省北海道開発局事業振興部都市住宅課）

建設部　まちづくり局都市環境課公園計画係
　(２９－６1４）

地方公共団体

道　の　窓　口

（内線番号）



中心市街地活性化法との関連

□ 直接関係する事業

□ 法に基づく基本計画が必要な事業

□ 優遇措置を受けられる事業（優遇措置を受けられる項目：

□ その他、中心市街地活性化に資する事業

その他

補助率

又は

補助額

・管渠の整備、終末処理場の用地買収、ポンプ場等　1/2

・終末処理場の処理施設等　5.5/10

・その他　1/3～4/10の範囲内

採択要件

対象経費

財政支援

道　の　窓　口

（内線番号）

施　策　名

（事　業　名）

事

　

　

　

　

　

　

　

業

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

概

　

　

　

　

　

　

　

要

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金（都市水環境整備下水道事業）

目　　　的
中心市街地の環境改善や防災機能の向上を図るため、汚水処理整備をはじめ、浸水被害の防止、地震対策及び再生水の

せせらぎ水路への活用等を目的として行う下水道整備に対して支援を行う

国　の　窓　口
国土交通省水管理国土保全局下水道部下水道事業課

（国土交通省北海道開発局事業振興部都市住宅課）

北海道建設部まちづくり局都市環境課下水道計画係

（２９－６１８）

市町村

(1)新世代下水道支援事業制度に定める水環境創造事業

(2)清流ルネッサンスⅡの計画に位置づけられた下水道事業

(3)上記(1)及び(2)と一体的に実施される下水道事業

対象団体

対象事業

下水道事業債　１００％

都市下水路（4/10）は、公共事業債等　90％

再生水や雨水を再利用した水路等の良好な水辺空間の創出を行う場合は、「新世代下水道支援事業制度」等を活用当該

制度では、下水道管を光ファイバー収容空間として利用し情報化社会構築への支援等を実施する事業主体への支援も実施


